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─────────────────────────────────────────── 

令和元年 第３回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第６日） 

                             令和元年９月27日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                        令和元年９月27日 午前10時00分開議 

 日程第１ 常任委員会の調査研修報告 

 日程第２ 請願・陳情について 

 日程第３ 認定第１号 平成３０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第４ 認定第２号 平成３０年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

 日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて「令和元年度由布市一般会計補

正予算（第３号）」 

 日程第６ 議案第53号 由布市過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第７ 議案第54号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第55号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例の制定について 

 日程第９ 議案第56号 由布市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 日程第10 議案第57号 由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 日程第11 議案第58号 由布市印鑑条例の一部改正について 

 日程第12 議案第59号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第13 議案第60号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 日程第14 議案第61号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

について 

 日程第15 議案第62号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第16 議案第63号 令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第64号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第18 議案第65号 令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第66号 令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第67号 令和元年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第21 議案第68号 令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第69号 由布市湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第23 議案第70号 由布市湯布院地域複合施設建設（電気設備）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第24 議案第71号 由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第25 発議第３号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

 追加日程 

 日程第１ 発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 日程第２ 閉会中の継続審査・調査申出書 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 常任委員会の調査研修報告 

 日程第２ 請願・陳情について 

 日程第３ 認定第１号 平成３０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第４ 認定第２号 平成３０年度由布市水道事業会計収支決算の認定について 

 日程第５ 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて「令和元年度由布市一般会計補

正予算（第３号）」 

 日程第６ 議案第53号 由布市過疎地域自立促進計画の変更について 

 日程第７ 議案第54号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第８ 議案第55号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例の制定について 

 日程第９ 議案第56号 由布市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 日程第10 議案第57号 由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 日程第11 議案第58号 由布市印鑑条例の一部改正について 

 日程第12 議案第59号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第13 議案第60号 由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

 日程第14 議案第61号 由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正
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について 

 日程第15 議案第62号 令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第16 議案第63号 令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議案第64号 令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第18 議案第65号 令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第66号 令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第67号 令和元年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第68号 令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第69号 由布市湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第23 議案第70号 由布市湯布院地域複合施設建設（電気設備）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第24 議案第71号 由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）工事請負契約の締結につ

いて 

 日程第25 発議第３号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

 追加日程 

 日程第１ 発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 日程第２ 閉会中の継続審査・調査申出書 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 

５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 甲斐 裕一君        12番 渕野けさ子君 

13番 佐藤 人已君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 長谷川建策君 

17番 佐藤 郁夫君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 
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欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 栗嶋 忠英君        書記 一野 英実君 

書記 雨宮 輝明君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 太田 尚人君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 一尾 和史君 

財政課長 ………………… 馬見塚量治君                       

財政課参事（契約検査室長） …………………………………………………… 杉田 文武君 

総合政策課長 …………… 佐藤 公教君   会計管理者 ……………… 首藤 康志君 

建設課長 ………………… 佐藤  洋君                       

福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 佐藤 厚一君 

商工観光課長 …………… 溝口 信一君                       

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大久保隆介君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 生野 浩一君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 衛藤 哲男君 

消防長 …………………… 古長 清治君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 郁夫君）  皆さん、おはようございます。 

 今期定例会も、本日が最終日でございます。議員及び執行部各位には、連日の委員会審査等で

お疲れのことと存じますが、最後までよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。本日の議事日

程は、お手元に配付の議事日程第６号により行います。 

 日程第１に入る前でございますが、市長より発言を求められておりますので、発言を許可しま

す。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  おはようございます。貴重なお時間をいただきまして恐縮ですけども、

私からおわびを申し上げたいと思います。 
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 今定例会におきまして、議案質疑の際のことですけども、事前通告をいただいていたにもかか

わらず担当課長が出席していなかったというあってはならない事態を起こしてしまいました。議

会を中断させてしまい、議員の皆様方に大変な御迷惑をおかけしました。この場をお借りしまし

て深くおわびを申し上げます。大変申し訳ありませんでした。二度とこのようなことがないよう

に厳しく指導を行い、細心の注意を払ってまいる所存でございます。 

 また、議案第６２号、一般会計補正予算（第４号）におきまして新庄内公民館施設の改修工事

をお願いいたしておりますが、本件につきましては、完成後１年を経過しない中での上程となり、

市長として改めておわびを申し上げます。大変申しわけありません。 

 このたびの原因といたしましては、公民館施設の建設を進める中で、利用される方を初め市民

の皆様のニーズの把握、そして反映といった重要かつ基本的な業務に対する認識の甘さがあった

ものと考えております。今後、同様の事案が起こることのないようしっかりと監督・指導を行っ

てまいる所存でございます。 

 今回は、御高齢の方や体の不自由な方を初め、庄内公民館を利用される皆様方のためにできる

だけ早くの段階で対応したいという思いから補正予算を計上させていただいた次第でございます。

何とぞ御理解賜りますよう切にお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  それでは、日程第１、常任委員会の調査研修報告について報告を求めま

す。教育民生常任委員長、加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  皆さん、おはようございます。教育民生常任委員会委員

長、加藤幸雄でございます。 

 当常任委員会の調査研修報告をいたします。 

 本常任委員会は所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 調査事件、石狩市こども未来館あいぽーとの取り組みについて、江別市におけるあすかの森認

定こども園の取り組みについて。 

 調査研修の期間、令和元年７月９日から７月１１日。 

 調査研修地、北海道石狩市、江別市。 

 調査研修者、委員全員でございます。随行は議会事務局です。 

 では、報告いたします。 

 石狩市こども未来館あいぽーとの取り組みについて。 

 北海道石狩市の概要。 
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 石狩市は札幌市の北側に隣接しており、西側一帯は石狩湾を望み、水に恵まれた環境のある地

です。 

 地名の石狩の由来は、市を流れる石狩川を先住民であるアイヌ民族が曲がりくねって流れる川、

また神様がつくった美しい川という意味でイシカラと呼んだことに由来するそうです。 

 江戸時代初期には、石狩川の河口部流域がある場所、交易を行う範囲に指定されていたことや

交通の要衝であったことから西蝦夷地の中心として重要な役割を果たしてきました。 

 平成８年９月１日に石狩町から石狩市となり、市制が施行され、平成１７年１０月１日には厚

田村と浜益村を編入合併し、新石狩市が誕生しています。 

 近年は、日本海側の物流拠点である石狩新港と連動する石狩湾新港企業団地には６５０社を超

える企業が操業し、約２万人の雇用を創出しております。また、石狩市の区域は全人口の９割弱

が集中しており、札幌市の衛星都市としても大規模な住宅街が形成され、目覚ましい発展を遂げ

ています。 

 市の面積は７２２.４２キロ平方メートル、人口は５万８,２９７人、世帯数は２万７,７７５世

帯、令和元年６月末現在でございます。 

 こども未来館あいぽーとの取り組みについて。 

 石狩市では、平成２３年４月より開設した子育て支援施設こども未来館あいぽーとが石狩市役

所及び市民図書館の隣に位置しており、鉄骨づくり平屋建ての建築面積１,０２４.９１平方メー

トルの施設です。 

 それまでは既存の児童館を市総合保健福祉センター内に設置していましたが、児童デイサービ

ス事業の利用者が増加することに伴い、施設が手狭となり、デイサービス事業を児童館のスペー

スを使い実施することとなったことや運動場として使用していたスペースが諸行事と重なる日が

多く、使用できる日数が減少したことから代替施設の設置を検討することとなったそうです。 

 検討に当たり、子どもの居場所づくり対策として、特に中高生の居場所づくりが重要施策とし

て位置づけられ、これらの対応ができる大型の児童センターの機能を持った施設が必要となりま

した。企画立案段階より市民による検討委員会を立ち上げ、検討と同時に実際に施設を利用する

子どもたちからアンケートをとり、どんな施設がよいか、検討していました。 

 こども未来館あいぽーとの全体事業費は用地取得費を含め６億３,０００万円でした。事業運

営は、長年、石狩市において子育て事業の中心となって活動したＮＰＯ法人が指定管理者として

指定され、平成３０年度から令和３年度までの期間、約５,０００万円で管理運営を行っていま

す。 

 利用状況は、昨年度１年間で２万８,６６０人の利用があり、１日当たり８２人が利用してお

り、年々、利用者は増加しているとのことでした。 
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 名称のあいぽーとは、市内の小中学生を対象に名称を募集し、決選投票の結果、石狩市の

「Ｉ」と石狩湾の「ポート」を組み合わせたあいぽーとが採用されました。 

 また、特色ある取り組みとして、小学３年生から高校生で構成された、自分で考え、行動し、

自治できる子どもたちを育てることを目指していますこども会議や文化活動室を利用する中学生、

高校生、ダンス・バンドグループで構成する会議で、施設や楽器・機材の取り扱い方を考えたり、

ライブ活動の企画実施を行うスタジオ会議などにも取り組んでいました。 

 研究調査の成果。 

 こども未来館あいぽーとの施設が設置されている場所は市役所の目の前であり、公園や図書館

が隣接しており、両館が簡単に行き来でき、相乗効果もあり、環境や景観にも配慮されていると

印象づけられる場所でした。 

 幼児から大人まで利用できる大型の児童センターで、地域の子どもたちの居場所づくりとして

建設されており、異年齢児の居場所や触れ合いの場、多くの活動メニューを提供するこども未来

館あいぽーとです。 

 この施設の名称は、子どもたちの意見を多く取り入れ、小中高生の運営委員会として位置づけ

られており、将来の人材育成やコミュニケーションが図られ、社会形成を学ぶ機会を与えられて

います。 

 幼児から大人が交流でき、行政、学校、地域、家庭が一体となり、綿密な連携と強力な支援、

協力体制の構築ができています。このようなことが重要であることを改めて感じる施設でした。 

 当市でも中高生の子どもたちの居場所を提供する施設が必要であると考えさせられる研究調査

でした。 

 次に江別市におけるあすかの森認定こども園の取り組みについて。 

 北海道江別市の概要。 

 江別市は石狩平野のほぼ中央に位置しており、札幌市に隣接したまちで、石狩振興局では札幌

市に次ぐ規模のまちです。同時に、日本三大河川の石狩川が流れ、大都市近郊で貴重な大規模平

地林である野幌森林公園があり、都市機能と自然が調和したまちです。 

 札幌市中心部までは車で約４０分。札幌駅から野幌駅まで約２０分と交通アクセスがよく、札

幌のベッドタウンとして人口が増加。また、新千歳空港まで車や鉄道で約１時間の距離に位置し

ており、市内の東西２カ所に高㏿道路のインターチェンジがあるなど北海道内各地へのアクセス

もしやすい環境です。 

 市の面積は１８７.４平方キロメートル、人口は１１万４９人、世帯数５万７,０１９世帯、令

和元年６月１日現在です。 

 あすかの森認定こども園について。 
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 あすかの森認定こども園は、昭和２６年に江別市初の保育園として公営みどり保育園として開

設。平成１９年４月に民営委託。公設民営、市営、平成２３年１０月、完全民営化。平成２８年

４月より幼保連携型認定こども園に移行して現在に至っています。 

 園は、敷地面積３,５０４.８９平方メートル、建物面積１,４７０.４４平方メートル。園児定

員数は１４５名、職員数は現在５９名。パートを含んでおります。それで運営しています。 

 教育保育の基本方針として、見守る保育、自主性を育てる、家庭や地域との信頼関係、地域の

中のこども園を目指し、保育目標として、主体性「自分で考え、行動する力」、忍耐力「失敗し

てもあきらめないで、最後までやりとげる力」、コミュニケーション能力「良い人間関係を作る

力」、社会性・協調性「ルールや約束を自らまもっていく力」、落ち着き・集中する力「話を聴

ける子ども」。 

 保育方針として「『主体的に活動するこどもたち』大人が教えるのではなく、遊びを通して自

ら学ぶことを大切にしていきます」を掲げる社会福祉法人知進会、あすかの森認定こども園です。 

 基本的取り組みは、恵まれた自然環境の中で伝える保育ということで、園舎の敷地内の園庭に

設置した人口の山や芝生で、崖登りやお尻滑り、泥んこ遊びなど体を存分に使った遊びを通して

さまざまなことを習得させていました。 

 また、子どものプライバシーを守るためプールハウスは屋上に設置し、園庭のウッドテラスで

は裸足教育など季節や自然環境に合わせて施設を重視させる努力をしていました。 

 園内は、ぬくもりのある木製家具や先進外国製の木製玩具を取り入れ、創造性を豊かに。全て

のベンチや家具は、面をとり、丸みを持たせて、けがをしないよう工夫。調理室を設置し、栄養

のバランスのとれた給食とおやつを提供していました。地域とのかかわりも四季折々の園の行事

に合わせて参加いただいていました。 

 研究調査の成果。 

 認定こども園とは、保護者の就労を問わず、就学前の子どもに幼児教育・保育を一体的に提供

するとともに、全ての子育て家庭を対象に子育て相談や親子の集いの場の提供など地域における

子育て支援を実施する学校及び児童福祉施設です。 

 あすかの森認定こども園では、待機児童の解消、今までどおり、特に２号、３号認定の園児を

多く収容でき、１号認定の受け入れは、市の他のこども園に配慮し、入園希望の保護者や既に入

園している子どもの保護者と寄り添う対話と料金シミュレーションをしっかり決め、細やかに対

応しており、このようなサービスが利用者の安心につながり待機者の改善に結びつくと認識しま

した。 

 また、保育士においても、民営化にすれば保育児童の教育指導においても制限が少なく、思い

切った保育ができると感じました。 



- 327 - 

 由布市では、認定こども園はまだ１園しかなく、公立幼稚園では入園児童が減少しています。

公立幼稚園の活用による待機児童対策の推進で預かり保育の長時間化や通年化及び受け入れ年代

の拡大の促進が求められるが、公立幼稚園ではサービス向上には限界があると感じました。 

 少子化また共働き世帯の増加の中、社会や地域全体で子育てを支援し、保健、医療、福祉、教

育などさまざまな分野での充実した子育て支援策に取り組み、また今後は公共施設統廃合も見据

え、公立では受けられない補助金をうまく活用して発想力とサービス力を生かした認定こども園

を推進していくことが必要と感じました。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  以上で常任委員会の調査研修報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２、請願・陳情についてを議題とします。 

 今期定例会にて付託いたしました請願４件及び継続審査となっていました陳情１件について、

常任委員長に審査の経過と結果について報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、甲斐裕一君。 

○総務常任委員長（甲斐 裕一君）  皆さん、おはようございます。総務常任委員長、甲斐でござ

います。 

 請願陳情審査報告を行いたいと思います。 

 本委員会に付託の請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規

則第１４３条第１項の規定により報告いたします。 

 日時は、令和元年９月２０日。審査、まとめ。 

 場所は、本庁舎３階第１委員会室です。 

 出席者は、総務常任委員全員でございます。書記は、議会事務局。 

 審査の結果を報告いたします。 

 受理番号２、受理年月日、令和元年８月２７日、件名、地方財政の充実・強化を求める意見書

採択について。 

 委員会の意見として、地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、

環境対策、地方交通の維持など果たす役割は拡大する中でこれらのニーズに対応できる地方財政

の確立が急務となっている。このことから、政府に対して、令和２年度の地方財政の検討に当た

っては、歳入歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実、地方財政の確

立に向けた対応を求めるためにも意見書の提出が必要であると判断しました。 

 慎重審査の結果、全員一致で採択すべきと決定いたしました。 

 受理番号８、受理年月日、平成２９年１１月２７日、件名、私達は、市に対して、本件土地の
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売買契約書中の契約解除条項を誠実に履行することを求めます。 

 委員会の意見、本件は、平成２９年第４回定例会において継続審査となったものであり、塚原

全共跡地への太陽光発電施設事業計画において、由布市が湯布院塚原プロパティー合同会社との

間で締結した土地売買契約書中の契約解除条項を誠実に履行することを求めるものである。 

 担当課より説明を受け、委員からさらなる審査を要するとの意見が出されました。 

 慎重に審査した結果、継続審査すべきと決定いたしました。 

 慎重審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、産業建設常任委員長、鷲野弘一君。 

○産業建設常任委員長（鷲野 弘一君）  おはようございます。産業建設常任委員会委員長の鷲野

です。 

 本委員会に付託の原案は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会規則第

１４３条第１項の規定により報告いたします。 

 日時、令和元年９年１７日、現地調査、令和元年９月２４日、請願審査、まとめを行いました。 

 場所は、本庁舎新館３階第３会議室で行いました。 

 出席者、書記につきましては記載のとおりです。 

 まず、第一に、受理番号３番、件名は、市道上原線の早期整備に関する請願について。 

 本請願は、由布市湯布院町並柳における市道上原線の整備を求めるもの。 

 請願者より、同路線における積雪・凍結時の近隣住民の交通不安や肉用牛の運搬が行われる際

の肉牛の商品価値の低下等が長年の問題となっていること、市道の新設希望区間で懸案事項であ

った用地交渉の合意形成が所有者と整ったとの説明を受けました。 

 委員会として現地確認を行い、現状を鑑みた結果、整備の必要があるとの結論に至った。 

 慎重審査の結果、全員一致で採択すべきと決定しました。 

 受理番号４番、庄内町長野上組の防火用水に関する循環道路の市道への編入について。 

 本請願は、由布市庄内町長野１３２６番地から１５１７番地に至る里道の市道編入を求めるも

の。 

 請願者より、当該里道の道幅が狭い、かつ防火用水が隣接している現状で、過去に起こった住

宅火災の際、防火用水に消防車が近づけず、消火活動に支障を来し、大火となった可能性がある

こと、また高齢化する住民で管理が困難なことなどの現状の説明を受けた。 

 委員会では、現地確認を行い、防火用水を適正に利用できる環境を市道として整えることは必

要であるとの結果に至った。 

 慎重審査の結果、賛成多数で採択すべきと決定しました。 

 続きまして、受理番号５番、件名、地域内循環道路として利用されている里道及び農業用道路
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の市道への編入について。 

 本請願は、由布市庄内町長野２６１番地１から１２４６番地１に至る里道及びその道中

１１４９番地へ通じる里道の市道編入を求めるもの。 

 請願者より、当該里道は地域住民にとって欠かせない生活用・産業用道路として長年にわたり

活用されてきたことに加え、昨今、林業従事者による近隣の山からの大木の搬出車両が頻繁に往

来し、路面の傷みや石垣の落下等が顕著となり、高齢化する住民だけでの管理が限界に来ている

との説明があった。 

 委員会では、現地確認を行い、長野２６１番地１から１２４６番地１に至る里道中１１４９番

地へ通じる里道を省き、地域住民が適正に利用する環境を市道として整えることは必要であると

の結論に至った。 

 慎重審査の結果、全員一致で採択すべきと決定しました。 

 皆さんの慎重な判断をよろしくお願いいたします。報告を終わります。 

○議長（佐藤 郁夫君）  以上で各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより、審議に入ります。 

 なお、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対する疑義にとどめることを

再度お願いしておきます。 

 まず、平成２９年受付、陳情受理番号８、私達は、市に対して、本件土地の売買契約書中の契

約解除条項を誠実に履行することを求めますは、継続審査となっております。 

 次に、請願受理番号２、地方財政の充実・強化を求める意見書採択についてを議題として質疑

を行います。質疑はありませんか。渕野けさ子さん。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  総務委員長に質問いたします。記の前段の分、それから下の分、

１から１０まであるんですが、思いとしては理解できるところがあります。 

 それは後の討論のときにさせてもらいますが、具体的に２番の子ども・子育て支援制度につい

てのことなんですが、「とりわけ、保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実にはかるこ

と」、ここはどのような議論がなされたのか。 

 あとは、５番の「２０２０年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保をは

かること」、これも具体的に何か議論されたのかどうか。 

 最後、９番「地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立する

こと」とあるんですが、地方交付税の法定率なんですが、８％の法定率はどのくらいなのか、ま

た１０％に上がったときがどうなのかということが議論されたかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（佐藤 郁夫君）  総務常任委員長。 
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○総務常任委員長（甲斐 裕一君）  後で発議案として出されるわけでございますけど、今の件に

つきましては、社会保障、これについては、既に、一般会計補正予算、さらには昨年の決算等に

ついて審査をしております。そういう中で地方財政については逼迫した状況であるということで

ございます。 

 それから、２０２０年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための、これについては既

に報道とかいろんな面で出されております。そういう中で審議したわけでございますけど、「こ

うなる。ああなる」というまでは行っておりません。 

 それから、法定率については計算等はやっておりません。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  いいですか。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  はい。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。渕野けさ子さん。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  地方財政の充実・強化を求める意見書（案）についての反対の

立場から討論させていただきます。 

 総意としては理解できるものが多いです。しかしながら、文書の中の本文の前段の「しかし、

一般財源総額の増額分も、保育の無償化などの国の政策に対する財源を確保した結果であり」、

この関連ということが出ておりますし、記の２番目には「とりわけ、保育の無償化に伴う地方負

担分の財源確保を確実にはかること」と示されているんですが、非常にこれは政治的なものが入

っているのではないかなというふうに思っておりますので、社会保障制度のことについて述べさ

せていただきたいと思います。 

 今回、今までと違うのは、今までの社会保障は、年金医療から高齢者、それから障がい者に対

するものが社会保障の内容となっておりましたが、このたびは、少子化対策も反映し、子どもが

生まれたときから年寄りまでという形で全世代型の社会保障の充実というふうに聞いております

し、またそれも今の時代では大切なことかと私は認識しております。 

 その中で、幼保の中で、一番最初、今年度は全額が国の負担なんですけども、来年度からは国

庫が２分の１、そして県も４分の１、それから市が４分の１。そして、私が心配したのは、公立

の幼稚園は全て自分のところの一般財源で見なさいよというのがうたわれているんです。 

 私もこれはちょっとと思いつつも、今、改革もしていかなければならないのではないかなと。

同時に、改革、それからいろんな部分の充実、社会保障の充実もしていかなければならないとき

が来ているんだなというふうに思いました。 

 なので、一般質問をさせてもらったんですけど、公立の幼稚園もそろそろ人数が足りないとこ
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ろは検討していかなければならないときに来ているんではないかなというふうに私は感じており

ます。 

 そこで、昨日、大分市議会が閉会したという中で、議案の中で大分市も６園が閉園したという

ことをテレビのニュースでも言っておりました。ですので、求めることもすごく大事なんですけ

ど、改革していくことも同時にあわせてしていただきたいという思いがありましたので、このこ

とを言わせていただいております。 

 また、こうなったのも、総じて原因といえば少子高齢化がもたらす影響だというふうに思って

おります。当時から、少子化になればどのような社会になるかといったときに、経済の動きも変

わってくる。経済の仕組みも変わる。それから、産業も変わってくる。さまざまなものが変わっ

てくるのが少子高齢化がもたらす結果が待っているということを随分前から私も包括ケアシステ

ムに関しても言ってきましたし、そういう世の中に、時代に入ってきているということを認識す

るべきではないかなというふうに思っております。 

 また、地方分権が叫ばれたのも、平成１０年くらい、私はまだ町会議員の時代でしたけども、

これからは各市町村の自己責任でやっていきなさいと言いながら、国に頼るべきところは国にし

てもらいながら、力を合わせながらこれまで来たと思っております。 

 それから、９番の地方交付税の法定率を引き上げ。これは私は賛成なんですけども、今現在、

８％のときは、市町村に交付税で返ってくる部分は、大体、地方に８％の中の１.７％が返って

くるというふうにお聞きしました。 

 今度１０％になったときは、それが２.２％になるのかわかりませんけども、今８％のときよ

りは少し多目に返ってくるのかなと思うけども、地方にとってみては地方交付税は頼みの綱です

から法定率を上げていただきたいと思いますが、その中で、いつも決算とか予算のときに出るん

ですけども、社会保障費でこれだけの事業をしていますという一覧表が由布市でも示されており

ます。 

 ですから、４分の１、それはいたし方ないとしても、私は公立幼稚園が全額１０分の１０とい

うのは厳しいなというふうに思っていますが、それもいかがなものかと思うんですけども、改革

を進めながらこれは見届けていきたいなというふうに思っております。 

 話がわかりづらかったかもしれませんけども、社会保障は全世代型社会保障なので、そういう

観点から反対討論とさせていただきます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  今、原案反対ですから、次に原案賛成者。加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  ６番、加藤裕三君です。 

 賛成の立場から発言させていただきます。 

 今、渕野議員から御説明がありました。国に現状況の地方財政の充実・評価を求める意見とし
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て、地方で運営している自治体がどれだけの負担があるのかという問題、またその負担を含めて、

今、少子高齢化対策、福祉の問題も含めて多くの問題が課せられています。 

 そうした中、消費税の増税等もございますが、全て、市民のニーズ、国策に伴ういろんな事業

を恐らく国と地方がある程度負担しながらという御意見だったというふうに思います。 

 当然、それは我々も周知しているところでございますが、今、３割の子どもの子育て支援の分

にしても、地方は予定はしていても、かなりの財政調整基金の取り崩しを初め、多くの問題に直

面していることに対応していかなくてはいけない。 

 これから地方財政がより厳しくなる中では、国が当然負担するべきものの負担をお願いしたい

という意見書を強く国に働きかけ、いろんな社会保障を初め多くの問題を的確に、解消はできな

いにしても、それぞれの負担を、地方財政が健全化していくためにも国の負担を要望するものと

いうふうに思っています。 

 個々の問題、１０項目ございます。先ほどもありました５項目の会計年度の任用職員の処遇改

善についても、新たに設けられた制度を全て、一般質問でも私はさせていただきましたが、地方

が賄わなくてはいけないというふうな法律の改正に伴って地方が大きな負担を強いられていると

いう状況も鑑みる中では、こういった要望も国に対して強く言うべきだということで賛成の意見

で討論をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで討論を終わります。 

 これより、採決いたします。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立14名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、受理番号２の請願は、委員長報告のとおり採択

されました。 

 次に、請願受理番号３、市道上原線の早期整備に関する請願についてを議題として質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決いたします。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報
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告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、受理番号３の請願は、委員長報告のとおり採択

されました。 

 次に、請願受理番号４、庄内町長野上組の防火用水に接する循環道路の市道への編入について

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決いたします。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立14名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、受理番号４の請願は、委員長報告のとおり採択

されました。 

 次に、請願受理番号５、地域内循環道路として利用されている里道及び農業用道路の市道への

編入についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、採決いたします。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、受理番号５の請願は、委員長報告のとおり採択

されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第３、認定第１号、平成３０年度由布市一般会計及び特別会

計の歳入歳出決算の認定についてから、日程第２１、議案第６８号、令和元年度由布市水道事業

会計補正予算（第１号）までの１９件を一括議題とします。 



- 334 - 

 付託しております各議案について、各委員長にそれぞれの議案審査に係る経過と結果について

報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、甲斐裕一君。 

○総務常任委員長（甲斐 裕一君）  総務常任委員会です。 

 委員会審査の報告をいたします。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時は、令和元年９月２０日。議案審査、まとめ。 

 場所は、本庁舎新館３階第１委員会室です。 

 出席者は、総務常任委員全員でございます。担当課は、記載のとおりです。書記、議会事務局

であります。 

 審査の結果を報告いたします。 

 議案第５３号、由布市過疎地域自立促進計画の変更について。 

 経過及び理由。平成２８年度から令和２年度までの本計画の中で産業振興に係る過疎地域自立

促進特別事業及び生活環境の整備に係る事業の事業内容について変更を行うもの。 

 委員会の審査の中で、現在、少子高齢化が加㏿する中、事業計画を次の点などから見直す必要

があると思われるが、以下について方策はないかとの意見が出されました。 

 １つ、高齢農業者の経営改善の促進。 

 ２つ、後継者不足の解消。 

 ３つ、地域の自然環境による耕作放棄地の解消。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第５４号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整

備に関する条例の制定について。 

 経過及び理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の公布に伴い、関係する市の条例を本条例議案にて改正するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で可決すべきと決定いたしました。 

 議案第５７号、由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について。 

 経過及び理由。平成２８年に公布された由布市税条例等の一部を改正する条例のうち、本年

１０月１日施行の法人市民税の法人税割の税率を安定的な自主財源を確保するために改正を行う

ものであります。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第５８号、由布市印鑑条例の一部改正について。 
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 経過及び理由。住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の交付に伴い、印鑑登録を旧姓

でも登録できるよう条例の一部を改正するものであります。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第５９号、由布市使用料及び手数料条例の一部改正について。 

 経過及び理由。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法

律の施行に伴い、申請手続に係る手数料を不要とするため、条例の一部を改正するものでありま

す。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第６１号、由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について。 

 経過及び理由。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の公布に伴う部分と既存の条文の一部を正しい記述に修正するための一部改正を

行うものであります。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第６２号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 経過及び理由。当委員会に係る主なものは、歳入では、森林環境譲与税４６万８,０００円、

地方交付税２億８,３６４万８,０００円、個人番号交付事業補助金及び利用環境整備費補助金、

合わせて３８２万４,０００円、地域活力づくり総合補助金１,１８５万４,０００円が主なもの

であります。 

 歳出では、由布市に住みたい事業で移住者に対しての引っ越し費用や家賃補助金等で８６０万

円、地域活力づくり総合事業では熊本・大分地震で被災した由布川峡谷入谷への遊歩道工事費

３,５５６万３,０００円。本工事は、県費補助金を受け、３年間での工事完了と制限されている

が、市としては来年夏ごろを目途として完成を目指しているとの説明を受けました。さらに湯布

院コミュニティ施設管理事業の狭霧台園地屋外便所改修工事費及び由布岳登山道入り口石碑補修

工事として１,１３７万９,０００円が主なものであります。 

 委員会の意見を下記のとおり付しました。 

 １つ、住みたい事業について空き家バンクの推進を図り有効利用を行うこと、また地域との交

流促進にもつなげるよう事業への取り組みを望みます。 

 ２つ、由布川峡谷の入谷については、地元観光協会はもちろんのこと、来訪した観光客も早い

入谷を望んでいる声もある。それには早い工事完成を望む。 

 ３つ、狭霧台園地屋外改修便所工事については、早くから望まれており、早急なる工事着工、

完成を図ること。 

 ４つ、消防費では、近年、緊急時の機械装備費が予算計上されるが、今後、設置器具の総点検
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及び整備状況の見直しを実施すること。 

 以上、４点、意見を付しました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 慎重審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、教育民生常任委員長、加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  それでは、教育民生常任委員会の審査報告書を説明しま

す。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時は、令和元年９月２０日、議案審査、令和元年９月２４日、議案審査、まとめ。 

 場所は、本庁舎新館３階第２委員会室。出席者は、委員全員でございます。担当課は、ごらん

のとおりです。書記は、議会事務局です。 

 審査の結果。 

 承認第８号、専決処分の承認を求めることについて「令和元年度一般会計補正予算（第

３号）」。 

 経過及び理由。歳入歳出それぞれ１,７６３万４,０００円を追加し、総額１８３億３,０６１万

９,０００円にするもの。 

 歳入の主なものは、学校施設災害復旧費約１３４万２,０００円、災害弔慰金等補助金

１２５万円。 

 歳出の主なものは、災害弔慰金２５０万円、公立学校災害復旧費２０１万３,０００円です。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を承認すべきと決定いたしました。 

 議案第５５号、由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条

例の制定について。 

 経過及び理由。本議案は、幼児教育無償化に伴う公私立特定教育、保育教育施設等の利用者負

担額の徴収根拠の統合によるもの。 

 幼稚園授業料徴収条例の廃止と個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正をあわせて行うものです。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 議案第６０号、由布市特定教育・保育施設及び特定施設型保育に関する基準を定める条例の一

部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の

改正に伴い、条例の改正を行うもの。 
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 幼児教育・保育無償化に伴い、副食費等の食費を幼稚園・保育園で徴収する規定及び年収

３６０万円未満相当の家庭や第３子以降については副食費等を免除する規定を創設するもの。 

 また、地域型保育事業者に対する連携施設の確保に係る条例緩和や経過措置の延長が行われた

ため、改正を行うものです。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 議案第６２号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号）について。 

 経過及び理由。本議案は、歳入歳出にそれぞれ３億８,６０５万２,０００円を追加し、総額を

１８７億１,６６７万１,０００円とするもの。 

 当委員会にかかわる主なものとしては、歳入はプレミアム付商品券事務補助金２３６万円、施

設型給付費４,６４７万３,０００円。これは国庫負担分です。２,３２３万６,０００円、これが

県の負担分です。子ども・子育て支援臨時交付金４,３２６万８,０００円です。 

 歳出の主なものは、プレミアム付商品券助成事業、プレミアム付商品券発行支援業務２３６万

円、保育所活動推進事業、扶助費、幼児教育・保育無償化による副食費等に対するもの１,６７７万

４,０００円、同じく無償化による預かり保育等子育てのための施設等利用給付９９８万

４,０００円、放課後児童健全育成事業補助金９９１万１,０００円、庄内公民館工事請負費

６３０万円です。庄内公民館の主な工事は市民の方より要望の高い手動ドアを自動ドアに改修す

ることです。 

 なお、庄内公民館は完成後６カ月しか経過していない状況での自動ドア改修工事です。今後、

行われる建築工事に対しては、市民の要望を取り入れた建築を行うよう意見を付しました。 

 慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきと決定しました。 

 議案第６３号、令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 経過及び理由。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ５,５４３万１,０００円を追加し、総額を

４２億３,５６９万４,０００円とするもの。 

 歳入の主なものとしては、平成３０年度繰越金３,２５７万４,０００円です。 

 歳出の主なものとしては、国保普通交付金精算金３,６６８万１,０００円です。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 議案第６４号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

 経過及び理由。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ１億４,８２０万円を追加し、総額を

４４億３,５２４万２,０００円とするもの。 

 歳入の主なものとして、平成３０年度繰越金１億１,４０９万６,０００円です。 

 歳出の主なものとしては、基金積立金５,７０４万４,０００円、過年度精算分６,９１６万

８,０００円です。 
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 慎重審査の結果全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 議案第６５号、令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 経過及び理由。今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ３４８万４,０００円を追加し、総額を

４億４,７２９万８,０００円とするもの。 

 歳入の主なものとして、平成３０年度決算による繰越金２８０万８,０００円です。 

 歳出の主なものとしては、次期システム納付書印刷に係る６８万９,０００円です。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、産業建設常任委員長、鷲野弘一君。 

○産業建設常任委員長（鷲野 弘一君）  産業建設常任委員会委員長の鷲野です。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和元年９月２０日、２４日、議案とまとめ。 

 場所は、本庁新館３階第３会議室です。 

 出席者、担当課、書記は、記載のとおりであります。 

 承認第８号、専決処分の承認を求めることについて「令和元年度由布市一般会計補正予算（第

３号）」。 

 経過及び理由としまして、当委員会の審査項目として、歳出において、１１款１項１目農業用

施設災害復旧費１４２万円は農地・水路５カ所の測量設計委託費、２目林業施設災害復旧事業

４８０万円は林道５カ所の測量設計委託費、同款２項１目公共用土木施設災害復旧費６９０万

１,０００円は３カ所の倒木処理委託料及び１４カ所の土砂撤去・路肩復旧等工事負担費。 

 公共土木施設災害復旧費の市道中釣鶴見岳線、通称塚原エコーラインの復旧工事費においては、

災害のたびに土砂撤去費用が必要となり、国有地内での路線でもあることから、土砂が流れない

よう解決策を講じるよう林野庁等国の機関に要望を引き続き行ってほしいとの意見が出ました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案承認すべきと決定いたしました。 

 議案第５６号、由布市森林環境譲与税基金条例の制定について。 

 経過及び理由。本議案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第３４条の規定に基づ

き、由布市が行う森林整備に関する施策並びに人材の育成及び確保、普及啓発、木材利用の促進、

その他森林整備の促進に関する施策に要する費用に充てるため、由布市森林環境譲与税基金を設

置する条例を定めるもの。 

 森林環境譲与税の配分額算定については、県へ人口割でなく森林面積割で算定を行うよう要望

すること、また関係する事務における専門職の配置を急ぐことを意見に付す。 
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 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 続きまして、議案第６２号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 当委員会の主なものとして、歳入では１５款２項４目都市再生整備計画事業費補助金３４０万

円の減額は交付決定に伴うもの、１６款２項８目災害復旧県補助金９,１３０万円は台風５号と

８号の災害による耕地・林道復旧費用に関する補助金。 

 歳出では、６款１項５目農業用水利合理化事業負担金５,６２３万３,０００円は水路改修２事

業における事業費の補正、また１１款１項１目農業用施設災害復旧費１億１,４４０万円、２目

林業施設災害復旧事業費は台風５号と８号の災害における耕地・林道復旧費工事負担費。 

 都市再生整備計画事業において適切な事業執行を行ってもらいたいとの意見が出た。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 続きまして、議案第６６号、令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。 

 経過及び理由。本議案は、令和元年度由布市簡易水道事業特別会計予算における歳入歳出に

２８９万９,０００円を追加し、総額を５億５,５２７万円とするものであり、平成３０年度決算

に伴う補正が主なもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 続きまして、議案第６７号、令和元年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）。 

 経過及び理由としまして、本議案は、令和元年度農業集落排水事業特別会計予算における歳入

歳出に５７万２,０００円を追加し、総額を９,５９８万７,０００円とするものであり、平成

３０年度決算に伴う歳入で繰越金、歳出での積立金の補正が主なものである。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 続きまして、議案第６８号、令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）。 

 本議案は、令和元年度由布市水道事業会計予算における収益的支出に７８万４,０００円を追

加し、総額を５億９,６６２万６,０００円とするもの。 

 主なものとして、２款１項１目負担金２００万円は由布市水道水源保護区域指定に関する協定

書に基づき、湯布院川上水源における保護フェンスの張りかえ費用負担金、また２目委託料

９８万９,０００円は水道管理システムデータ入れかえ作業における委託料。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定しました。 

 以上で報告を終わります。慎重審査、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ここで暫時休憩します。再開は１１時１５分とします。 

午前11時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 
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○議長（佐藤 郁夫君）  再開します。 

 次に、決算特別委員長、長谷川建策君。 

○決算特別委員長（長谷川建策君）  決算特別委員会委員長の長谷川建策です。 

 委員会審査報告を申し上げます。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和元年９月１８日、審査、まとめ。 

 場所、本庁舎議場。 

 出席者、記載のとおりです。書記、議会事務局。 

 まず、認定第１号、平成３０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認定について。 

 経過及び理由。平成３０年度一般会計における経常収支比率は前年度と同値の９６.４％で、

財政力指数は前年度０.００７ポイント低下し、０.４４３となっている。 

 歳入総額は１９１億６,３３１万３,７８５円で、前年度に比べ３億３,５１０万９,１４９円の

減、歳出総額は１８３億８,８４３万７,４９８円で、前年度に比べ１億２,０００万９,７６７円

の源である。 

 予算現額の１９８億５,５５９万４,０００円より支出済額と翌年度繰越額を除いた不用額は

５億５,９１５万６,７８２円となり、前年度に比べ３億６,２９１万２,９５３円の減少となって

います。 

 次に、国民健康保険特別会計は、歳入総額４２億１,４１１万８,５９２円で、歳出総額４１億

７,１５４万３,６４３円、実質収支額は４,２５７万４,９４９円。前年度に比べ１５.３％の支

出減は共同事業拠出金や後期高齢者支援金等の減に伴うものである。保険税の収納率は８０.２％

で前年度と同値となっている。 

 次に、介護保険特別会計は、歳入総額４２億４,４４４万８,６７４円、歳出総額は４１億

３,０３５万１,５５６円、実質収支額は１億１,４０９万７,１１８円。保険料全体の収納率は

９７.２％で、前年度に比べ０.４ポイントの上昇となっている。 

 次に、簡易水道事業特別会計は、歳入総額４億６,９５３万７,６６１円で、前年度に比べ

２３.２％減。主な要因は、簡易水道建設債発行に伴う市債の減によるもの。歳出総額は４億

５,５６５万７,３１８円で、前年度に比べ２４.３％の減は主に水道料の水道統合事業の工事請

負費や設計等委託料の減によるものである。実質収支額は９８８万３４３円。 

 次に、農業集落排水事業特別会計は、歳入総額９,４５５万６,４１８円、歳出総額は

９,３１１万３,２４６円で、実質収支額は１４４万３,１７２円。使用料の収納率は８４.６％で

前年度と同値となっている。 
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 次に、健康温泉館特別事業会計は、歳入総額６,０１３万７,４６４円、歳出総額は６,０１３万

７,４６４円。 

 なお、本会計は、一般会計に移行し、今回をもって廃止となっている。 

 次に、後期高齢者特別医療会計は、歳入総額４億３,１０２万６,８１０円、歳出総額は４億

２,８２１万７,７８３円、実質収支額は２８０万９,０２７円。 

 以上、一般会計と６つの特別会計の歳入歳出決算の審査を行い委員会として全体を通して以下

のとおり意見を付します。 

 市民の願う事業成果を導くためにも、事業の完成図、達成すべき目標値をしっかり定めていた

だきたい。そのためにも、ＰＤＣＡサイクル、計画、実行、評価、改善を常に意識し、市民目線

で納得いく成果が得られるよう各事業の課題を適切に評価し、改善・工夫することで効率的かつ

最適な事業推進を図るとともに厳格な予算執行を図っていただきたい。 

 決算認定の審査を行う中でまだまだ予算額を絞れるのではと考えられる事業が見受けられる。

知恵と手段とを駆使して、財政を圧迫しないよう、これからも予算額の審査には十分注意してい

ただきたい。 

 以上、審査した結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 次に、認定第２号、平成３０年度由布市水道事業会計収支決算の認定について。 

 経過及び理由。給水状況については、給水人口は２万４,１１２人、普及率は９５.５％である。

また、年間有収水量は３１４万８,８９４立方で、有収率は前年度に比べ５.８％増の７４.６％

であった。 

 予算執行状況については、収益的収入の決算額は６億５５４万９,１３１円で、収益的支出の

決算額は５億６,４９１万３,３３４円となっている。 

 営業収益から営業費用を差し引いた営業損失は３,５２６万１,５８３円、営業外費用の経常利

益は３,５３８万９,０９７円、当年度純利益は３,５５７万２,７３４円となり、本年度は黒字決

算となっている。当年度純利益に前年度繰越剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は３,５９４万

４,５４８円となっている。 

 また、施設の整備・拡充のための資本的収入及び支出については、収入においては県からの補

助金や企業債などが主なもので、決算額は９,９１７万１,０８０円となっている。 

 支出においては、請負工事費と実施設計委託料のほか、人件費、企業債の償還金が主なもので、

決算額３億３４０万３１６円、収入額が支出額に対して２億４２万９,２３６円の不足となって

いる。この不足額については、消費税及び地方消費税資本的支出調整額、前年度損益勘定保留資

金で補填している。 

 以上、慎重に審査した結果全員一致で原案認定すべきと決定。 
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 以上、報告いたします。慎重審査の上、皆さんの御賛同をいただきますようお願いします。 

 なお、執行部におかれましては、審査の結果で各委員から出された意見、要望、また審査意見

書に十分留意され、市財政の健全化と市民福祉の増進に向けて引き続き努力されることを期待し

まして決算特別委員会の報告を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  以上で委員長の報告が終わりました。 

 ８番、太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  議案第６２号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号）に

対する修正動議を地方自治法第１１５条の３及び会議規則１７条の規定により修正案を添えて提

出し、修正動議といたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ただいま太田洋一郎君外３名から議案第６２号について修正の動議が文

書をもって提出されました。 

 本動議については、由布市議会規則会議規則第１７条により既に所定の賛成者がありますので、

本動議は成立しました。よって、会議規則第４０条及び第４１条により本動議を原案とあわせて

議題といたします。 

 提出者に説明を求めます。８番、太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  提出理由を説明させていただきます。 

 説明する前に、まず、教育民生常任委員会が審議された中で、その予算に対しての修正案にな

りますので非常に申しわけなく思いますが、どうしても納得がいかない部分がございますので、

提出させていただきました。 

 提出内容でございますけれども、お手元の資料にお配りしたように庄内公民館の自動ドア及び

案内板設置の予算を削減する案になっています。公民館の自動ドア設置に関係する予算案の削減

になります。 

 お手元の資料に沿って説明させていただきますと、教育債であります６４０万円の減額、そし

てまた繰入金による６万９,０００円の減額の修正内容になっています。 

 修正案を出すに当たって、具体的に、提出といいますか、することになりましたことに対して

簡単に説明させていただきますと、議案質疑等に関しまして説明いただいた中でなかなか理解が

得られなかったというふうなことがございます。 

 本来は修正案は出したくなかったんですけれども、不明確な部分が余りにも多いということで、

例えば修正の段階で、前回の補正の段階で、どの段階で自動ドアが計画から外れたのかというと

ころ、どこで外れたのかということ、それとまた外れた理由が風だからというふうなことで、強

風によることによって非常に支障を来すということで外れたということでございますけれども、

そもそも高台に建設するに当たってそういったところはちゃんと想定ができたというふうに思っ
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ております。 

 障がい者の方や高齢者の方がとても困っているということでございますけれども、そういうこ

とであれば計画が外れた段階で非常に障がい者の方や高齢者あるいは利用者に対して蔑視をする

考えではないかというふうに思っておりますし、看板に関しましても２１５線沿いに看板を設置

するということでございます。 

 質疑のときに建設課長からも御答弁がありましたように国土交通省が管理しておりますので、

国土交通省に対して看板設置のお願いをする、そういったことによって看板設置の費用は起債を

起こしておるようですけれども、そういったことも不要になるんではないか、財政が非常に厳し

い中でそういった工夫はできないのかということもございます。 

 そして、何より、当初の計画によって自動ドアが設置されておりました場合、今回の補正でつ

きました予算からどれぐらい増額しているのか。要は、増額分は非常に無駄であったんではない

か、税金の無駄遣いではないかというふうに考えております。財政が厳しい折、その増額分をど

うするのかということ。経緯の説明とそういった増額分をどうするのか、そしてまた再発防止策

をどう考えているのか。 

 そしてまた、今回、こういったことが行われるということは、計画の段階から大幅に変更され

るということに対して、この議案が通ってしまえば、いつもこういったことをされているんでは

ないかというふうに疑義が生じます。そういった不安もございましてこの予算は減額するべきだ

というふうに考えております。 

 そしてまた、議会議員の役割として、一歩、距離を置き、そして、二歩、離れないと。是々

非々の関係で執行部の予算案に臨まなければいけないというふうに思っております。 

 そういったことの中で、今回の予算、私は、自動ドアがだめだ、看板がだめだと言っているわ

けではございません。しっかりと慎重に審議して、先ほど申しました経緯の説明、増額分の処理

をどうするのか、再発防止、そしてまたそういった対応をしっかりとした後に、次の１２月議会、

いつになるかわかりませんけれども、出していただいて、御説明をいただいて納得して公民館に

設置するというのが理想的だというふうに思っております。そういったことをしっかりとやらな

ければ我々は議員としての存在意義がなくなるんではないかというふうなことも考えております。 

 それと、こういった知恵と工夫を重ねながら削減できるものはしっかりと削減していくという

ことと、補正予算案を通した後の変更ということがちゃんと議会に説明されないまま、今回、設

置予算が組まれたわけですけども、こういう予算のつけ方や執行の仕方というのは相馬市長を初

め執行部に対しても私は汚点を残すというふうに思っております。そういった中で執行部のこと

を考えても今回は厳しい判断をせざるを得ないというふうに思っております。 

 例えば、この議案が通るとします。修正動議が否決されて議案が通るというふうになれば、今
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は我々が執行部に対してこれはおかしいんではないかというふうに追及しておりますけども、議

案が通った時点で今度は我々議会が市民から説明を求められるというふうなことになるんです。 

 そういった中で、しっかりと我々は説明をする義務がある中で、説明ができないこと、そうい

った認められないことはしっかりと襟を正していくことが必要ではないかというふうに思ってお

ります。 

 そういった中で、しっかり審議して、経緯を説明されながら我々が納得した中で自動ドアを設

置して、そしてまた案内看板を国交省なんかの力をお借りしながら設置すると。きちんと工夫を

凝らしながらつくっていく。そういった庄内公民館というのが私は末永く愛される施設になると

いうふうに思っております。 

 そうした問題をはらみながらの公民館はどうしても我々は色眼鏡で見てしまうようなことにな

りかねません。先ほど申しましたように皆様から望まれて「本当にいい公民館ですよね」という

ふうに胸を張れる施設になるためにも、今回、修正動議に御理解いただきまして御賛同くださる

ようお願い申し上げます。 

 そしてまた、最後に、修正動議ということで非常に目まぐるしいことになってしまいまして、

特に議会事務局や関係職員の方に非常にお手間をとらせたことに対しましておわびと感謝を申し

上げまして提出理由ということにさせていただきます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  これより、各議案の審議に入りますが、議案についても、委員長報告に

対する質疑については、審査の経過と結果に対する疑義にとどめることを再度お願いしておきま

す。 

 まず、日程第３、認定第１号、平成３０年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の認

定についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、認定第１号を採決します。本案に対する委員長報告は認定です。本案は、委員長報

告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、日程第４、認定第２号、平成３０年度由布市水道事業会計収支決算の認定についてを議

題として質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、認定第２号を採決します。本案に対する委員長報告は認定です。本案は、委員長報

告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり認定されました。 

 次に、日程第５、承認第８号、専決処分の承認を求めることについて「令和元年度由布市一般

会計補正予算（第３号）」を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、承認第８号を採決します。本案に対する委員長報告は承認です。本案は、委員長報

告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり承認されました。 

 次に、日程第６、議案第５３号、由布市過疎地域自立促進計画の変更についてを議題として質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第５４号、成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るた
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めの関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題として質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第５５号、由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担額に関する条例の制定についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５５号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第５６号、由布市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題として

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 
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○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第５７号、由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５７号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第５８号、由布市印鑑条例の一部改正についてを議題として質疑を行

います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５８号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１２、議案第５９号、由布市使用料及び手数料条例の一部改正についてを議題と

して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５９号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１３、議案第６０号、由布市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６０号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１４、議案第６１号、由布市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６１号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１５、議案第６２号、令和元年度由布市一般会計補正予算（第４号）を議題とし

て質疑を行います。 

 修正案がありますので、最初に委員長報告について質疑を行い、次に修正案について質疑を行

います。 

 まず、委員長報告について質疑はありませんか。髙田龍也君。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  教育民生委員長にお聞きいたします。委員長報告の中に市民の方

よりの要望が高いとありますが、これは何らかのアンケートを何名に対して行ったことによって
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要望性が高いという判断をされたのか、また手動ドアを自動ドアに改修する件につきましては、

自動ドア以外にほかの選択肢はないのかということは聞いたのか、現状のドアが重たいというこ

とであれば、違う材料、自動ドアに改修するよりは安い材料がほかにあったのではないか、そう

いうような質問をされたのか、その結果をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  現在の自動ドアは大変重たくて。（「現在は自動じゃな

い」と呼ぶ者あり）手動ドアは重たくて、お年寄りや障がい者の方ではあけるのに苦労される状

況にあります。 

 市民の方からの要望があるというのは、確かに、こんなに重いのじゃ、今度、冬が来たときに

あそこを使うのには苦労が多いのかなという感じがしますので、執行部からの要求がある自動ド

アに変更というのが必要があるのかなということで審査をいたしました。（「アンケート」と呼

ぶ者あり） 

 市民の要望は、どうしても重たくて使い勝手が悪いと。アンケートはとったということは聞い

ておりませんけども、あそこを利用された方から多くの意見があったということでございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  髙田龍也君。２回目です。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  アンケートをとったのか、とっていないのか、よくわからない。

とっていないということでよろしいんですね。そうなると、要望があるというのは、誰が、個人

が言いよるのか、それとも執行部が言いよるのか、それとも由布市民の皆さんが言っているのか

というところで判断しかねるところが出てくるのかなと思います。 

 由布市民の皆さんが言っているのであれば、先ほど動議で出ていますが、最初に自動ドアとい

う言葉で施工というふうに出ていたので、そこでまた手動ドアに変わっているということになる

と、市民の思いに対しての軽視になるんではないのか、そういうような鋭い質問等はされている

のか。市民を本当に思って行政が動いていたのかというような質問は委員会はされたのかという

ことをお聞きしたい。 

 先ほども聞きましたが、自動ドア以外に、ドアが重たいということであれば、軽いドア、改修

費が安くなるような工法がほかにはないのかという、二手、三手、ほかの工法とか安く予算がお

さまるようなことは質問されていますか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤委員長。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  アンケートはありませんけども、あそこを利用した方、

私たちも何回か行ったことがありますけども、そこに来られた利用者の方の中で、庄内の町民じ

ゃなくて由布市民の方の方々からも、荷物を運ぶときに、一回、そこに置いて扉をあけて物を運

ばなきゃいけないと。高齢者の方のこれは重たいなというような形の言葉を聞いているというこ
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とで判断しております。 

 それから、自動ドアにつきましては、今の形で本当にいいのかどうかという部分は、風除室が

ありますので、自動ドアであれば２つドアがあっても風除室で中に風が入ることは防げるんじゃ

ないかなというふうな説明を受けております。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  教育民生常任委員会の委員長に質問させていただきます。今回の

庄内の自動ドアの件ですけれども、計画、前回、建設費を補正でつけましたけども、その時点で

は自動ドアは計画されておったというふうに聞いておりますが、その後、どこで外れるとなった

のかという説明を受けたのか、そしてまた計画から削除されたのが本当に自動ドアだけなのか、

ほかにもっとあったんではないか、そういった中で最終的に工事金額を合わせたというふうなこ

とは聞かれたのか、そしてまたその説明をもし仮に受けているんであればどういうふうな解釈を

されて今回の委員長報告の意見に反映されたのか、お伺いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  経緯につきましては、補正予算を６月に上げています。

そのときにはまだ自動ドアであったということで、議会が終わった後の７月に本設計に入るとこ

ろで設計業者と執行部のほうとでお話をしたときに、もしかするとその辺で変更になったんでは

ないかという話は聞いておりますけども、私たちの議案に関しては自動ドアをどうするかという

ことだったんで、それ以上は追及していません。 

 それから、自動ドアに変えることについては、先ほど髙田議員のほうにお答えしたような次第

でございます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  今回、補正で上がっている予算だけを審議したというのであれば

確かにそうかもしれませんが、庄内公民館全体の今までの経緯ということをしっかり総チェック

する必要があるんではないかというようなことで、委員会でそういった話がなかったのかと。 

 それと、先ほど動議を提案したときにも言いましたけれども、国道２１５線に設置する看板は、

国土交通省等、そういったところと担当課が建設課を通してでもそういった協議がなされたのか、

検討されたのかというところは聞かれましたでしょうか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  経緯については私たちの委員会で判断するのは大変難し

い部分があるという委員会の判断をしました。もし、その経緯について、必要であれば臨時議会

を開いてその辺の経緯を聞くのか、そういう形の方法をとらざるを得ないんじゃないかなという
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ふうに思います。 

 それから、看板についてですけども、国土交通省の管轄になりますので、むやみにつけたり外

したりとか移動したりとか、そういうことのないように担当課と建設課等から国土交通省に話を

伝えて、移動しなくて済むような形で見やすい形にするという報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。３回目です。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  常任委員会としては、社会教育施設担当ですから、そこのところ

はしっかりと委員会で自動ドア以外のことでもやっていただきたかったというふうに思っており

ますが、先ほどの看板の件でも、今、設置しようと計画しているところの用地から道路もつけ変

わるようなこともございますので、そういった中でしっかりとその辺も計画しながら検討をする

ようにというふうなことはつけ加えられたのか。いかがでしょうか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤幸雄君。 

○教育民生常任委員長（加藤 幸雄君）  看板については、専門の建設課のほうから国土交通省に

お話しして、二、三年で場所を移動するとか見やすい場所にするということを担当課と建設課と

話をしながら進めていくというふうに聞いております。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

 次に、先ほど出された修正案について質疑はありませんか。渕野けさ子さん。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  朝に来て見たのでわからないんですけど、修正案の地方債

６４０万円、財源内訳、これを修正した場合、改めてまた再度する場合はどのくらいの期間がか

かるのか、そういうことを調べているのかどうか聞きたいんですけど。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  新たにどのぐらいかかるのかということを調べてはおりません。

一度、減額した中で起債を起こすということがどういうふうなことが起きるのかということも一

応考えなければいけないんですけども、正直に言って、その後、もう一回、起債を起こすために

はどうすればよいか、そういったことは調べておりません。大変申しわけないです。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに。加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  お伺いいたします。提案の理由です。市民の不利益という件であ

ります。今回、内容としては自動ドア化ということです。先日、議会との女性の市民団体の中で

も強く要望されていたような気がいたしました。自動ドアにすることが市民の不利益という判断

の中で提出されたのかどうか、一つお伺いいたします。それと全額を落とす理由もあわせてお願
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いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  市民の不利益ということで、そこのところの説明をということで

よろしいかと思うんですが、先ほどから申しますように、本来であれば自動ドアがついていなけ

ればいけなかったというところ、そしてまた、今回、補正で上げることによって増額される実質

約８０万円ぐらいの増額、当初からつけていた場合と後づけになった場合のふえる額、そういっ

た部分というのは、市民の税金ですから、そういった余分なお金を支払うのかと。そういったこ

とで私も市民から大分お叱りの言葉を新聞報道等を見た方から言われました。これは本当に市民

のそれこそ不利益ではないかということがございました。 

 そしてまた、自動ドア自体をつけるということ自体が反対ではないということは冒頭申させて

いただきましたけれども、なるべく早い時期にといいますか、疑義が生じたところ、しっかりそ

れを説明していただいた後に、利用者の方には御不便をおかけするところで非常に心苦しいんで

すけれども、そうやって出していただいて審議させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤裕三君。２回目です。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  説明の中でも自動ドア化にすることは理解しているということで

あります。私が思うには、当初の設計段階で落とした経緯等は自動ドア化に関する問題とは結び

つかないとは思っています。 

 当然、当初設計の段階でどういった形でという説明は、委員会の中でも強風等の懸念があって

自動ドアから手動に変えたという説明もございました。ですから、不利益は、当然すべきものを

やらなかったという議論は２年前の全体の中での話ではないかと思いますが、その点はいかがで

すか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  ２年前のということでございますけれども、我々もまさかそうい

う計画の段階から削除されたというふうなことは想定しておりませんでしたし、そういった中で、

できればその当時に計画から削除するという報告を議会にぜひしていただきたかったと。そうす

れば、今回、こういうことにはならなかったというふうに思うんですが、そういった中で後づけ

になってしまったということで疑義を感じております。 

 そして、経緯ですけれども、冒頭申しましたように高台につくるということは強風というのは

既に想定できたことでございます。自動ドアを設置する計画を立てて、それから場所を選んだわ

けでも何でもございません。場所を選んで、ここにつくると決めて、それから設計をするわけで

すから、当初からその想定ができたんではないかというふうに私は思っております。 

○議長（佐藤 郁夫君）  加藤裕三君。３回目です。 
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○議員（６番 加藤 裕三君）  当然、言われる意見としては理解できます。こういった経緯にな

ったことは、手動化になったことのふぐあい等が後に出たということの問題は議会としても考え

るべきというふうに私は思っております。 

 しかし、現段階では、非常に、利便性等を考えれば、今回、予算を通して早く改修すべきとい

うふうに私は思い、提案の理由等を確認させていただきました。答弁は結構です。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに修正案に対してありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論の順番を、まず、修正案を出されましたので、原案に賛成の

討論、次に原案及び修正案に反対の討論、次に修正案に賛成の討論の順番で交互に討論を行いま

す。 

 まず、原案賛成の討論はありませんか。議案第６２号の原案に対する賛成討論はありませんか。

加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  議案第６２号の賛成の立場から申し上げます。 

 本予算は、それぞれの事業別の精算等が終わり、平成３０年度の決算が終わった後の精算額等

の調整もあります。当然、この議案等は今後の執行部の体制にとっては大変重要な補正であると

いうように認識しています。 

 また、先ほど来ありました自動ドアに関する件についても、私は、賛成の立場として、今回、

本議案を可決すべきと賛成の討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  順次、行きますから、最後まである人は順次言ってください。 

 次に、原案及び修正案に反対の討論はございませんか。太田洋一郎君。これは両方ですから、

言い方があると思いますが。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  原案だけというわけにはいきませんか。 

○議長（佐藤 郁夫君）  いきません。なぜかというと。座ってください。過去にもこういうこと

が何件かございまして、両方だめだと言う人もおったんです。そういう人のためにも発言の機会

を与えるということでありますんで、原案及び修正案に反対の討論ということをしております。 

 したがって、両方の人がおればこの場でしていただきたいんですが、違うんでしょう。だから、

そういう意味です。過去にもございましたんで、全面、慎重を期すために皆さんの意見を聞こう
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と。そういうことで討論をしております。 

 では、次に修正案に賛成の討論者。坂本光広君。 

○議員（３番 坂本 光広君）  先ほども皆さんが言われているように自動ドアの件に関しまして

は市民の皆さんの御要望だということなので急いでやるべきだとは思いますが、その経緯につい

てしっかりもう少しわかるようにしていただかないと私どもも皆さんに説明するためのことがで

きません。 

 特に、このままでありましたら、これが失敗であったのか、失敗と言ったらおかしいですけど

も、本当に設計変更がよかったのかどうか、そこら辺のことをしっかり精査していただき、再発

防止のしっかりしたことをしていただきたい。そういった意味で、一度、この動議を出させてい

ただいて、早目に結論を出していただくことを執行部のほうに求めます。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、繰り返します。原案に賛成の討論があれば出してください。渕野

けさ子さん。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  議案第６２号、一般会計補正予算原案に賛成の立場、そして修

正案には反対の立場で討論させていただきます。 

 るる、いろいろ委員会でも意見が出ました。本当に、私自身も、一番最初、オープニング、お

披露目ですか、あのときに行ったときに自動ドアじゃなかったから逆にびっくりしたぐらいで、

本当に「あら。ここは手動なんや」という思いだったんですけど、何か意味があるんだろうなと

いうふうには思っていました。 

 今回は、市民の方々からの強い要望、不便さを感じるということで、そもそも、ユニバーサル

デザインの時代ですから、もともと自動ドアじゃないといけなかったんやないかなと思ったんで

すけど、いろいろ時系列に沿ってずっと詳しく説明していただきました。そうしたら、強風があ

るからということで手動にしたということもお聞きいたしました。 

 特に、これによっての説明をしないでおこうとか、そういう悪意とかいうものは感じなかった

んですけど、この前の女性団体連絡協議会の御意見の中にもあそこは不便だというふうに意見が

ありましたけど、私もほかの方から、これは挾間の方からですけど、聞いておりました。 

 ですから、やっぱり不便だったからこれはちゃんとしなきゃいけないなというふうには思った

んですけど、いろんな今まで経緯があっただけに、いろんな、不信というか、もうちょっと説明

があってしかるべきとか、そういう御意見も当然かと思いますけども、先日の常任委員会の中で

は、私としては、るる、本当に時系列からずっと説明していただいて「こうだった。ああだっ

た」といういろんな意見をお聞きしまして私としては納得いたしましたので、この件は早く通し

ていただきたいというのが。 



- 355 - 

 これから冬に入ります。そうすると、風が強いんであれば、なおさらあそこは早くしてあげた

ほうがいいんではないかなと、市民の立場から思ったときにそう感じております。 

 私たちはどうしても市民の声を一日も早く実現していくのが当然だと思うんですが、そういっ

た立場から私は原案賛成で修正案は反対の立場で討論させていただきます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、修正案に賛成の討論。髙田龍也君。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  原案に対しましては反対です。修正案に対しては賛成の立場から

討論をさせていただきます。 

 先ほど来から言われていますが自動ドア化することに対しては、私は賛成の立場です。ですが、

今回、先ほど賛成の討論でありましたが、自動ドアを早急にする、それと予算の早目の執行等を

考えて執行部の意見を尊重して自動ドア化を先に進めようという話が賛成討論のほうでありまし

たが、あえて言います。市民と議会のこれは軽視ではないのかと思います。 

 そのように、自動ドアを市民の声が上がってきているので早急に建てたほうがいい。それは当

たり前です。ですが、そういうことを建てるときに、考え、提案して自動ドア化をするのが行政

の仕事だと思います。 

 ましてや、強風の高台の場所であったので自動ドア化ができなかったということであれば根本

的な設計ミスであるという考え方に結びつくのではないのかなと思います。 

 ですが、今は自動ドア化ができるという話になって、また自動ドアをつけようという予算が上

がってきておりますので、何が正しくて何が間違いなのか、はっきり言ってわかりません。 

 これを市民の皆さんに説明するときには私たち議会に説明責任があると思います。その中では、

はっきり言って説明する材料が今のお話を聞く中ではございません。 

 そういう立場の上で、私は、原案は反対修正案を通していただき、また１２月議会になるのか

３月議会になるかどうかわかりませんが、それまでになぜこのような経過になったかということ

を私たち議会や議員が市民の方々に説明できる材料もいただきたいですし、ぜひ自動ドア化はし

ていただきたいです。自動ドア化をするための説明ができる材料もいただきたいと思います。 

 現時点では、教育民生委員長からのお話もありましたし、執行部のほうからもお話がありまし

たが、今では市民の皆様に議員として説明する材料がなにもございません。なので、ここであえ

て予算を通すことは市民の不利益につながると思っておりますので、私は発議者として修正動議

に賛成しておりますので、私の立場は原案反対の修正動議賛成の立場で答弁させていただきまし

た。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、戻ります。原案に賛成の方の討論はありますか。平松惠美男君。 

○議員（７番 平松惠美男君）  私は、建設当時のことは、自動ドアから手動に変わった件につい

ては、いきさつは十分な説明を受けていないんでわからないんで、それはそれとして、今回の補
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正に上がっている自動ドアをやるということについては、高齢者、それから身体障がい者、私も

身体障がい者でありますが、車椅子の方なんかは大変困るというふうに思っておりますし、女性

団体の討論会のときにも意見が出ておりましたように自動ドア化をするべきだと思っております。 

 当初の設計変更については、また別の機会を持って協議したらいかがかなというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、修正案に賛成の討論。鷲野弘一君。 

○議員（１０番 鷲野 弘一君）  私は修正案に賛成です。まず、設計時からこれは本当にでたら

めじゃないかというふうに私は思っております。途中、高台につくっていることは設計された

方々は皆さんわかっていることで、風が強いこともわかっていたと。当初は自動ドアであったが、

それを原因として手動ドアに変えた。 

 じゃあ、それがわかっていて、今、なぜたった９カ月の間にまた自動ドアにできるようなこと

ができ出したのか。今、平松議員も言われましたが、自動ドアじゃないと困る方がいるんです、

はっきり言って。だから、それを当初なぜ計画しなかったのか。変えたこと自体を明確にしない

でこの予算を通せというのは私は余りにも横暴ではないかというふうに思います。 

 私は自動ドアにすることは別に反対ではありません。賛成です。一日も早くしてほしい。だけ

ども、この原因について明確なことを出した上でこのことを執行しなければいけないと思います

ので、私はこの修正案に賛成します。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  また、もとに戻ります。原案に賛成の方の討論を求めます。原案賛成者

はおりませんか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  では、次に修正案に賛成の方の討論はありますか。佐藤孝昭君。 

○議員（１番 佐藤 孝昭君）  私は、一応、原案の６２号につきまして、今、反対の立場で討論

をさせていただいておりますけれども、６２号の中の自動ドアについてのところだけ、私も委員

会でありながら反対の立場で言っておりましたので、これについてはどうも納得はできないとこ

ろがございます。 

 ただ、それは別としても、これだけ賛否が分かれているところで今議会で通さないといけない

理由が私には見当たりません。今、自動ドアにしないと早急に困ることは私はないと思うんです。

特に風が今から冬は強くなるところで、あえて工事を急いでする意味もわかりません。 

 そのところの点から見ても、今回は修正動議の、これも私は朝に見たので理解は全部できてい

るとは思えませんけれども、この修正案は自動ドアについて取り下げて６２号のそれ以外の分に
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賛成するという修正案だと思いますので、この点につきましては賛成させていただきたいと思っ

ております。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに討論者はありますか。長谷川建策君。 

○議員（１６番 長谷川建策君）  原案に対しては賛成です。修正案に対しては反対の立場をとら

せていただきます。 

 まず、設計時点では、高台にある強風とか、ほとんどはわからなかったと思います。建てて初

めて、強風であり、平松議員も言ったとおり、障がい者の方、それからお年寄りにとっちゃすぐ

変えないかん、そういう立場で、今回、自動ドアに、もちろん女団連のときにも、早急にしてほ

しい、それから、寒くなるし、自動ドアを早目にしてほしいという要望でありました。 

 それから、発議者の太田議員も最初に言われたとおり、これは付託された委員会での慎重審議

のもとに行われた結果でございますので、そういう点も本当に委員会の皆さんの審議を酌みなが

ら、私は、原案賛成、修正案反対の一人として発表いたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  原案賛成、修正案反対の意見として言わせていただきます。 

 私は委員会の中で説明を受けています。本会議の中でもありましたが、自動ドアを手動に変え

た理由としては、一貫して強風のためというふうな説明を受けております。 

 しかしながら、プロポーザル以降、実施の段階で予算の大幅な変更等があっていろんな修正を

課したことは、確かに、行政側の執行段階でのいろいろ不備といいますか、説明不足は認められ

るんじゃないかなと思います。 

 しかしながら、今回の自動ドア化については、多くの市民の要望、そして、それなりの障害と

いいますか、自動ドアが重たい、ましてや幼児等があけられないというようなことも考えられる

と思います。私は、その中では、この予算を早目に執行してそういった市民の負託に応えるべき

というふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかにございませんか。太田洋一郎君。 

○議員（８番 太田洋一郎君）  原案に反対、そして修正案に賛成という立場で発言させていただ

きます。 

 設計の段階で変更するんであればしっかりと御報告いただきたかったと。そういったことがあ

ればここまで混乱することはなかったんではないかというふうに思っております。 

 本来、修正案を提出する際に減額した分を、例えば繰入金から入れておけば、予備費に回して

いつでも執行できるように本当はしておけばよかったんですけども、ほとんど起債ですから、こ

れは削減するしかないというふうなことで削減案を出させていただいたんですけども、もちろん、
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自動ドアをつくってもらいたい、看板を設置してもらいたいという声はありますけれども、そう

いった声も確かにある。 

 ですから、我々は、それは反対ではないけれども、若干のいとまはかけても、少し御不便はか

けますけども、原因究明をしっかりやった後にやらないと、また大きな事業を由布市はこれから

たくさん抱えております。そういった中で事業ごとにまたそういったことがされるんではないか

というふうなこと、そういったことを我々はついつい見てしまいがちになっていく。 

 そういったことが起きないように今回だけはしっかりと検証を行って、次の事業、そしてまた

いろんな施策に反映させていきたいというふうに思っておりますんで、そういった中で少し時間

をいただきたいという意味も込めまして今回の減額修正ということで修正案に賛成でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで討論を終わります。 

 これより、議案第６２号を採決します。 

 まず、髙田龍也議員、坂本光広議員、太田洋一郎議員、鷲野弘一議員から提出されました修正

案について採決します。本修正案に賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立７名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立少数です。よって、修正は、否決されました。 

 次に原案について賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立９名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  賛成多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第６３号、令和元年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６３号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１７、議案第６４号、令和元年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）を
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議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６４号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１８、議案第６５号、令和元年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６５号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１９、議案第６６号、令和元年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６６号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、日程第２０、議案第６７号、令和元年度由布市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６７号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２１、議案第６８号、令和元年度由布市水道事業会計補正予算（第１号）を議題

として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６８号を採決します。本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、日程第２２、議案第６９号から、日程第２４、議案第７１号まで

の議案３件及び日程第２５、発議第３号を一括上程します。 

 まず、日程第２２、議案第６９号、由布市湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事請負契約

の締結についてから、日程第２４、議案第７１号、由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）

工事請負契約の締結についてまで、市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（相馬 尊重君）  それでは、ただいま上程されました３件の追加議案につきまして一括し

て提案理由を御説明いたします。 

 議案第６９号から議案第７１号までは、湯布院地域複合施設建設工事に伴う建築主体工事、電

気設備工事、機械設備工事の契約案件でございます。いずれも要件設定型一般競争入札（総合評
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価方式）で執行いたしました。 

 議案第６９号につきましては、建築主体工事で、９月３日に執行した結果、森田・秋吉特定建

設工事共同企業体が消費税を含む１１億７,４２５万円で落札し、９月６日付で仮契約を締結い

たしました。 

 議案第７０号は、電気設備工事で、９月１０日に執行した結果、河野電気株式会社が消費税を

含む２億９,２４２万６,２００円で落札し、９月１３日付で仮契約を締結いたしました。 

 議案第７１号は、機械設備工事で、９月１０日に執行した結果、鬼塚産業株式会社が消費税を

含む２億６,９５１万８,５９０円で落札し、９月１２日付で仮契約を締結しました。 

 この３件の工事請負仮契約を本契約とするため、由布市議会の議決に付すべき契約及び特に重

要な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  皆さん、議案はありますか。市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、議案第６９号から議案第７１号まで続けて詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。詳細説明をいたします。 

 まず、議案第６９号をお願いいたします。 

 議案第６９号、由布市湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事請負契約の締結について。 

 湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事請負契約を締結することについて、由布市議会の議

決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求める。 

 令和元年９月２７日提出、由布市長。 

 契約の目的につきましては、由布市湯布院地域複合施設建設（建築主体）工事です。 

 契約の方法は、要件設計型一般競争入札（総合評価方式）となっています。 

 契約の金額は１１億７,４２５万円で、消費税を含む金額であります。 

 契約の相手方は森田・秋吉特定建設工事共同企業体で、代表構成員は、宇佐市大字長洲

５５４番の５、森田建設株式会社です。 

 議案の裏面以降、仮契約書と入札結果の一覧表並びに特定建設工事共同企業体協定書を添付し

ておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 次に、議案第７０号、由布市湯布院地域複合施設建設（電気設備）工事請負契約の締結につい

て。 

 由布市湯布院地域複合施設建設（電気設備）工事請負契約を締結することについて、由布市議

会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により議会の

議決を求める。 
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 令和元年９月２７日提出、由布市長。 

 契約の目的につきましては、複合施設の電気設備工事となっております。 

 契約の方法は、建築主体工事と同じでございます。 

 契約の金額は２億９,２４２万６,２００円で、消費税を含む金額であります。 

 契約の相手方は、大分市田室町８番３３号、河野電気株式会社です。 

 議案の裏面以降に仮契約書と入札結果の一覧表を添付してございます。 

 次に、議案第７１号、由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）工事請負契約の締結につい

て。 

 由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）工事請負契約を締結することについて、由布市議

会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第２条の規定により議会の

議決を求める。 

 令和元年９月２７日提出、由布市長。 

 契約の目的につきましては、機械設備工事となっております。 

 契約の方法は、建築主体工事と同じです。 

 契約金額は２億６,９５１万８,５９０円で、消費税を含む金額であります。 

 契約の相手方は、大分市大字津留１９８１の６、鬼塚産業株式会社です。 

 同じく、議案の裏面以降に仮契約書と入札結果一覧表を添付してございますので、参照をお願

いします。 

 以上で詳細説明を終わります。 

○議長（佐藤 郁夫君）  皆さん、お諮りしますが、この後も少しあるんですが、どうしましょう

か。休憩しますか。このまま、３０分ぐらいかかりますが、やりますか。（「休憩を」と呼ぶ者

あり）わかりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は１２時４５分とします。 

午後０時32分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（佐藤 郁夫君）  再開します。 

 次に、日程第２５、発議第３号について提出者に提案理由の説明を求めます。１６番、長谷川

建策君。 

○議員（１６番 長谷川建策君）  皆さん、御苦労でございます。 

 発議第３号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）でございます。 

 上記の意見書を別紙のとおり由布市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 
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 令和元年９月２７日、由布市議会議長、佐藤郁夫殿。 

 提出者、由布市議会議員、長谷川建策。賛成者は、全議員でございます。 

 提案理由、現行の過疎地域自立促進維持特別措置法は令和３年３月末をもって失効することに

なっており、過疎地域の持つ多面的・公益的機能を今後も維持していくため、引き続き総合かつ

積極的な支援を充実・強化するための政策を推進することが重要となるため。 

 裏面をごらんください。意見書に記載のとおりですが、過疎対策については昭和４５年過疎地

域対策緊急措置法制定以来４次にわたり特別措置法により総合的な過疎対策事業が実施され過疎

地域の整備振興などが一定の成果を上げてきております。 

 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、極めて深刻な状況に直面していま

す。我が国の国土の半分を占める過疎地域は豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域で

あり、都市に対しては、水、自然環境の保全、癒しの場の提供、災害防止、地球温暖化の防止等

に多大な貢献をしております。 

 現行の過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月をもって失効することになるため、過疎地

域が果たしている多面的・公益的な機能を維持ししていくためには過疎地域に対して引き続き総

合的な過疎対策を充実・強化させることが必要であります。このことから新たな過疎対策法の制

定を強く要望するものです。 

 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣。以上のところ

へ提出するものでございます。 

 令和元年９月２７日、大分県市議会議長、佐藤郁夫。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの議案３件及び発議１件については、会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  異議なしと認めます。よって、委員会負託を省略し、全員による審議と

することに決定いたしました。 

 これより、審議に入ります。まず、日程第２２、議案第６９号、由布市湯布院地域複合施設建

設（建築主体）工事請負契約の締結について）を議題として質疑を行います。質疑はありません

か。９番、加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  ６９号ですけども、見積もりというか、入札に入った方が２社、

一社は辞退されているということで実質１社しかなかったということなんですけど、この金額で

該当する業者さんがいなかったのかどうかという点。 
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 それから、評価値が０.１０４９２とちょっと低いような感じもしますけども、その辺のとこ

ろはこれで大丈夫なのかどうか。 

 それから、先ほどから庄内の公民館でいろいろ問題になっておりますけども、市民の要望を入

れた形で計画していると思いますけども、後の変更したときに議会のほうに説明を求めるという

ことだけは中に入れてほしいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  財政課参事。 

○財政課参事（契約検査室長）（杉田 文武君）  財政課参事です。お答えします。 

 先ほどの２社の入札で一社が辞退というような御質問なんですが、由布市一般競争入札実施要

領の第１５条に「３社に満たない場合は、入札を中止し、または延期することができる」とある

が、あくまでも「できる」規定でございます。 

 要件設定による公告では３５社の参加枠がありましたので、結果として、２社からの申し込み、

１社辞退となりましたが、入札を執行しました。 

 もう一つ、評価値の０.１０４９２についてでございますが、これは基本的に技術評価をする

上で大きな考え方として企業の実績を重視した配点としております。技術評価点は、加算点、施

工体制加点、標準点の合計となっております。 

 そのうち加算点の内容としましては、施工の実績件数による配点、ＩＳＯの取得状況による配

点、技術者の経験年数や施工件数による配点、地域社会貢献、防災協定、ボランティア活動等に

よる配点となっておりますので、先ほどの配点の仕方というのが総合評価点から入札価格で割り

戻しますので、割り戻して１００万円をかけるというような計算式になっておりますので、この

ような０.何とかというような数字になっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（衛藤 浩文君）  湯布院振興局長でございます。 

 今から工事のほうは施工しますけども、大幅な設計変更は考えておりません。当然、常時、進

捗状況につきましては機会あるごとに情報共有しながら作業のほうは進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ９番、加藤幸雄君。 

○議員（９番 加藤 幸雄君）  内容的によくわかりましたけども、打ち合わせをした結果で変更

等は随時お知らせしていただきたいなというふうに思っています。 

 それから、ちょっと気になったんですけど、金額の中の消費税ですけども、９月のうちまでに

契約すれば消費税は８％でよかったんじゃないかなと思うんですけど、工事が始まってからやっ
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たかな。経過については、逐次、連絡をいただきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに。髙田龍也君。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  ２番、髙田龍也です。 

 第６９号について質問させていただきます。 

 契約方法の要件設定型一般競争入札（総合評価方式）ですが、行政、執行部が当初見込んでい

た入札件数は大体どれぐらいあったのかということと入札を告示して入札日までの日数を教えて

いただきたいと思います。 

 それと、工事が始まってからの話になりますが、来月から生コンの値段が上がるという話を聞

いております。その情報等は、行政のほうは把握されて、今、設計金額を出しているのか。工事

完了時において、材料が高騰したため、また金額が上がりましたという話になるのか。 

 生コン組合さんもありますので、生コン組合さんのほうに事前にそういう確認はして入札金額

を決めたのかという点もお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  財政課参事。 

○財政課参事（契約検査室長）（杉田 文武君）  財政課参事です。お答えします。 

 建築主体工事の総合評定値、Ｐ点、建設業法に基づく国土交通省が通知した値ですが、大分県

に本店を有する者は１,０００以上で、該当する業者といたしましては１８社、由布市内に本店

を有する者は８００店以上、該当としまして２社、九州管内に本店、支店、営業所等を有する者

は８５０点以上で、該当としまして１５社、合計で３５社と定めています。 

 それと、入札までの期間なんですけど、一応、公告は８月１日にしております。開札を９月

３日に行っております。約１カ月ぐらいということです。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 郁夫君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（衛藤 浩文君）  湯布院振興局長です。 

 資材単価につきましては、公告をする段階で、最新の刊行物、資材単価については積算してお

りまして、それが入札条件ということでうちのほうは公告をかけております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  髙田龍也君。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 告示から約１カ月。入札で落札した業者が共同企業体。この共同企業体なんですが、大体、普

通、提携するのに大体１カ月かかるんではないのかなと。私が民間にいたころはそういうような

流れがあったんですが、共同会社で、出資率は、森田さんが７０％、秋吉組さんが３０％という
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ことになっております。 

 企業としては短期間の間にここまで締結できた点と、今回の入札に該当する案件が、３５社で

よろしいですかね、３５社のうち、３５社分の２社ということになると、もうちょっと入札金額

がもしかしたら減る、落札金額が安くなる可能性もあったんではないのか。 

 先ほど加藤幸雄議員のほうでもありましたが、できるという条件にはなっていますがというこ

とだったんですが、日ごろから市長が言われていますように、税金をお預かりして執行される側

の皆さんの予算を確実に執行していくという点で考えた場合には、もう少し落札金額が安くなる

んではないかなという発想を持ったときには、今、２社、ましてや一社は辞退でありますので、

この入札に関しては疑問を投げかけるところであります。 

 それと、材料の件ですが、最新版というお話ですが、今、最新版と言われましたが、それは大

分県が出しているやつですか。大分県の材料の単価表にのっとってのお話かと思いますが、私が

聞いているのは、組合さんのほうから来月から生コンの単価が上がるという情報は聞き及んでい

るのか、それに対して材料の設計数値を入れて単価を決めているのか。 

 これを聞いているのは、生コンの協同組合さんのほうから７月時点で１０月近辺に値上がりし

ますという情報が民間のほうには知れ渡っております。その部分を、県の行政単価、材料単価は、

３カ月に１回、それぐらいだったと思うんですが、それに当てはめての単価なのか、民間の話を

聞いての話なのか、県だけの話を聞いたのかということもお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（衛藤 浩文君）  お答えいたします。 

 積算基準につきましては、大分県公共建築連絡協議会の指標に基づきまして私どもは積算をや

っております。 

 単価につきましては、大分県単価を使うんですけども、資材単価につきましては市場単価方式

でございます。当然、生コンにつきましては建設物価積算資料の最新版の単価で由布市の部分を

採用しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  財政課長です。 

○財政課長（馬見塚量治君）  財政課長です。お答えいたします。 

 協定につきましては、業者さん同士のお話ということで協定書も出されておりますので、８月

２９日に協定がなされたものと思っております。 

 それから、入札の件につきましても、先ほど参事が説明いたしましたように３５社が対象とい

うことでございますので、機会は広げられたのかなというふうに感じております。 
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 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ２番髙田龍也君。 

○議員（２番 髙田 龍也君）  材料のことで何度も聞いて悪いんですが、最新版でありますとい

う話なんですが、来月、値上がりするんです。生コンを使わないことには新庁舎ができないと思

うんですが。 

 質問を変えます。そのときに積算単価で生コンを出していただける企業が由布市と条例か何か

を結んで設計当時の金額で生コンを出せますよというような話になっているのか。 

 出していないんであれば、実質１,２００円ほど、１立米当たり、上がります。そうなると、

今回、どれぐらい生コンを使うかわかりませんが、鉄筋コンクリートの建物だと聞いております

ので、大幅な値上がりになるのではないのかなと思います。 

 その点について、市民の税金を使って建てますので、極力、安く建てていただきたいと思いま

すし、材料なんで、相手方がある話なんで、先にそういう話を行政としてやっているのか、それ

は「途中で値上がりしたんで、当初設計のときの最新版でやっていましたので、うちはそういう

ことはわかりません」という話に持っていくのか、それをお聞きしたいんですが、よろしくお願

いいたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長兼地域振興課長（衛藤 浩文君）  お答えいたします。 

 設計基準日というのがございます。当然、その時点で入札条件を提示した中で各業者さんが応

札ということになっていきます。当然、業者さんのほうもその段階で資材単価については各資材

屋さんからの見積もりなり何なりで予算組みをやってくるというふうに解釈しておりますので、

当然、値上がりするということは想定が、あるかないかは別として、私どもはあくまでも設計基

準日を参考にしながら入札設計書を作成しております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに質疑はありますか。いいですか。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第６９号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔議員16名中起立15名〕 
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○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第２３、議案第７０号、由布市湯布院地域複合施設建設（電気設備）工事請負契約

の締結についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第７０号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第２４、議案第７１号、由布市湯布院地域複合施設建設（機械設備）工事請負契約

の締結についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第７１号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、議案７１号は、可決されました。 

 次に、日程第２５、発議第３号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書を議題として質疑を

行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、発議第３号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 
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〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩します。 

午後１時20分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時21分再開 

○議長（佐藤 郁夫君）  ただいま、議員発議として発議１件及び各委員会から閉会中の継続審査

調査申出書が提出されております。ついては、この２件を日程に追加し、追加日程第１及び追加

日程第２として議題にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  異議なしと認めます。よって、この２件は追加日程として議題とするこ

とに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発議第４号 

○議長（佐藤 郁夫君）  追加日程第１、発議第４号について提出者に提案理由の説明を求めます。

甲斐裕一君。 

○議員（１１番 甲斐 裕一君）  提出者、総務常任委員長、甲斐でございます。 

 地方財政の充実強化を求める意見書について。 

 上記の意見書を別紙のとおり由布市議会会議規則（平成１７年議会規則第１号）第１４条第

１項の規定により提出いたします。 

 令和元年９月２７日、由布市議会議長、佐藤郁夫殿。 

 提出者は、記載のとおりでございます。 

 提案理由、地方財政の充実・強化を求めるため。 

 裏面をお願いします。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。 

 この意見書につきましては、請願２号でありました地方財政の充実・強化を求める意見書につ

いてで述べたように、地方自治体の財政は、諸行政は、はかり知れない数多くの事業を抱えてい

ます。このような中、政府では、２０１９年の一般財源総額は６２兆７,０７２億円と前年比

１.０％と過去最高水準となっております。 

 しかし、一般財源総額の増額分も保育の無償化などの国の政策に対する財源を確保した結果で

あり、社会保障費関連を初めとする地方の財政需要に対するためにはさらなる地方財政の充実・

強化が求められます。 
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 このため、２０２０年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積も

り、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要です。この

ため、政府に以下の事項の実現を求めます。 

 １つ、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など増大する地方自治体

の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。 

 ２つ、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮

者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど急増する社会保障ニーズへの対応と

人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、保育

の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。 

 ３つ、地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって、人口規模・事業規模

の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するも

のであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

 ４つ、まち・ひと・しごと創生事業費として確保されている１兆円について引き続き同規模の

財源確保を図ること。 

 ５つ、２０２０年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保を図ること。 

 ６つ、森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い自治体

への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。 

 ７つ、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地

方税への税源移譲を行うなど抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減

税を検討する際には自治体財政に与える影響を十分検証した上で代替財源の確保を初め財政運営

に支障が生じることがないように対応を図ること。 

 ８つ、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了

を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じる

こと。 

 ９つ、依然として４兆円規模の財源不足があることから、地方交付税の法定率を引き上げ、臨

時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。 

 １０、自治体の基金残高を地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 

 大分県由布市議会議長、佐藤郁夫。 

 提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担

当大臣、内閣府特命担当大臣。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 
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○議長（佐藤 郁夫君）  提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの発議１件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

負託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  異議なしと認めます。よって、委員会の負託を省略し、全員による審議

とすることに決定いたしました。 

 これより、審議に入ります。追加日程第１、発議第４号、地方財政の充実・強化を求める意見

書を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。渕野けさ子さん。 

○議員（１２番 渕野けさ子君）  委員長報告のときと同じでございますけども、そのときの文章

も同じですので、反対討論とさせていただきます。 

 少子高齢化に伴い社会のニーズが多様化してくるということはわかっていたことだと思います。

今回は、医療、年金、高齢者福祉、障がい者福祉にプラスして子育て世代の社会福祉が含まれて

全世代型の社会保障制度となっておりますが、子育ての保育の無償化にとりわけ特化して書かれ

ているんですけども、全世代型社会福祉の仕組みが文章の表には否定されているように感じてお

ります。 

 それだけじゃなくて、例えば難病疾患があるんですけど、難病指定は、当初、昔はこれは

６７種類ぐらいしか難病指定をしていませんでしたが、現在では３３３種類が難病指定になって

おります。子育て世代だけではなく、表には出ていませんけども、そういった部分の保障も入っ

ておりますので、全世代型社会福祉の充実は大事なことかと思います。よって、この意見書には

反対いたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、原案賛成者の討論はありませんか。６番、加藤裕三君。 

○議員（６番 加藤 裕三君）  賛成の立場で討論させていただきます。 

 既に討論いたしましたが、特に子ども・子育て支援制度に関して本年度より保障が始まるとい

うことで、今年度予算については国もある程度の予算を確保したというふうに思っています。 

 しかしながら、今後、無償化に伴い、待機児童が多くなったりとか非常に懸念される部分もあ

ります。ただ、それを全て地方財政で賄うということも非常に厳しい面があるんじゃないかとい

うふうに考えています。 

 全てが国の責任ではございませんが、ある一定程度の財源を確保していただいて、地方の財政

が健全で、そして地方の市民が安全・安心して暮らせる社会の実現のためにも国がそれなりの支
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援をしていただければというふうに思っています。よって、この項目全てについて国に意見を出

すことについて賛成討論といたします。 

○議長（佐藤 郁夫君）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、発議第４号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員16名中起立14名〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．閉会中の継続審査・調査申出書 

○議長（佐藤 郁夫君）  次に、追加日程第２、閉会中の継続審査・調査の申出書の件を議題とし

ます。 

 各常任委員会及び議会運営委員会の各委員長から、会議規則第１１１条の規定により、お手元

に配付しておりますように、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 郁夫君）  異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続審査・調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 郁夫君）  ただいまをもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て終了い

たしました。 

 会議を閉じます。 

 以上で令和元年第３回由布市議会定例会を閉会いたします。大変、御苦労でございました。 

午後１時33分閉会 

────────────────────────────── 
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